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Ⅰ 事業化プロジェクト 

 

表 1プロジェクト一覧表 

項目 名称 現状 

プロジェクト 1 木質バイオマス利活用プロジェクト 実施中 

プロジェクト 2 食品残渣等バイオガス化プロジェクト 検討中 

 

プロジェクト

No.1 
木質バイオマス利活用プロジェクト 

実施主体 民間事業者 

利用する技術 ☑木質バイオマス発電   

実施体制 プラントメーカー  ㈱中部プラントサービス 

概要 

間伐材、林地残材や国内の森林に係る一般木材、果樹剪定枝等を燃料として木

質バイオマス発電事業を行う。間伐材等の利用促進によりエネルギー創出と森林事

業の活性化につながる。 

内容 

項目 計画値 実績値（2023 年度） 

燃料 

木くず・草刈り（一般廃棄物） 

利用量(t/年)湿潤重量 

 

0 

草 :  42 

木くず:111 

燃料 

木くず（産業廃棄物） 

利用量(t/年)湿潤重量 

 

15,710 

 

15,644 

燃料 

間伐材等 

利用量(t/年)湿潤重量 

 

 

2,805 

 

 

1,292 

FIT/FIP の適用 ☑FIT  □FIP  □FIT/FIP 適用外 
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バイオマス発電所2号機を増設し稼働 
 

 

プロジェクト

No.2 
食品残渣等バイオガス化プロジェクト 

実施主体 民間事業者 

利用する技術 ☑メタン発酵バイオガス発電   

概要 
リゾート施設等からの食品残渣、公園等から発生する刈草、町外食品工場から

の食品残渣を原料としてメタン発酵による発電を行う。 

内容 

項目 計画値 実績値（2023 年度） 

バイオ液肥生産量 

食品廃棄物 

利用量(t/年)湿潤重量 

 

418 

 

1.5 
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Ⅱ 脱炭素化の取組状況や取組方針 

 

Ⅱ-１ 地域における脱炭素に関する計画 

計画名称等 策定年度 

（選定年度） 

地方公共団体実行計画 

（区域施策編） 

2023年度 

https://www.town.taki.mie.jp/ 

material/files/group/6/ontaikeikaku01.pdf 

脱炭素先行地域 2024年度 多気町・度会町・明和町・大台町・大紀町・紀北町で選定 

https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/assets/preceding-

region/5th-keikaku-gaiyo-04.pdf 

 

ゼロカーボンシティ宣言 2022年度 

https://www.town.taki.mie.jp/ 

life/soshiki/chominkankyo/gomi_kankyo_pet/7/2045.html 

 

 

 

Ⅱ-２ 地域における脱炭素化に関する取組の概要 

多気町地域再生可能エネルギー導入戦略  

2023年度、ゼロカーボンシティに向けた必要な対策のひとつとして、再生可能エネルギーの最大限導入に向

けて再生可能エネルギーのポテンシャルの調査・分析を行い、2050年を見据えた将来ビジョンと脱炭素シナリ

オ、再生可能エネルギーの導入目標などを定め、戦略としてまとめた。 

 

「多気町地球温暖化対策実行計画（区域施策編・事務事業編）」は、地球温暖化対策の推進に関す

る法律の規定に準じ、町・町民・事業などの各主体が連携しながら、町域の自然的・社会的条件に応じて

温室効果ガス排出量の削減に取り組むことを目的とするものである。さらに、脱炭素社会の構築を見据え、

適切な再エネ導入目標の設定及び地域課題の解決を同時に達成するための施策を示すものである。また、

本計画は本町における地球温暖化対策に関する取組を推進するための実行計画であるとともに、気候変動

適応法に基づく適応策を示すものである。 

多気町地球温暖化対策実行計画（区域施策編・事務事業編）では、脱炭素シナリオに基づき、203

0年度の温室効果ガス排出量を2013年度比で48％以上削減することを目指す。この目標は、国の削減

目標である46％削減、県の削減目標である47％削減を上回るものであり、日本全体の地球温暖化対策

に積極的に貢献することを目指すものである。 

町役場が自ら実施する事務及び事業に伴い発生する温室効果ガスを削減する目標と、その達成に向け

た対策を定めた事務事業編では、目標年度である2030年度の削減目標を、区域施策編の目標である基

準年度の2013年度比48％削減よりも高い水準を目指すものとする。具体的には、政府実行計画の目標

である50％削減を上回る55％削減の達成を目標とするものである。 
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Ⅱ-3 2030年度までに目指す地域における脱炭素化実現のイメージ 

 
 

Ⅱ-4 地域レジリエンス対応の取組や新たな計画 

多気町では、災害時に町や各種団体が企業･事業所と協働で災害対応を行うための、避難所運

営や救援物資の調達等に関する協定の締結に努め、地域の防災力の向上を図っています。 

平成29年7月、多気町と木質バイオマス発電所「多気バイオパワー」を運営する(株)中部プラントサ

ービスは、「災害時における協力に関する協定」を締結しました。多気町内で災害対策基本法に定める

災害が発生した場合に、多気町からの協力要請を受け、(株)中部プラントサービスが多気バイオパワー

から「発電所員による人的協力」、「土地、建物、重機類や燃料等の提供による物的協力」に加え、地

域停電時には構内でのディーゼル発電機を使用した「電力の提供」等をし、迅速な災害復旧に向けた

協力を行います。 

 

 

 

 

 

 


